
「
失
訳
雑
経
録
」
研
究

の
課
題
 
(
岡

部
)
 

六
六

「失

訳

雑

経

録
」
研

究

の
課

題

岡

部

和

雄

僧
祐
の

「
失
訳

雑
経
録
」
(正
し
く
は

「新
集
続
撰
失
訳
雑
経
録
」)
は
、

『
出
三
蔵

記
集
』
巻
四
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
失
訳
経
に
つ
い
て
は
す

で
に
道
安

の
四
録

(「古
異
経
録
」
「失
訳
経
録
」
「涼
土
異
経
録
」
「関
中
異

経
録
」)
の
記
載
が
あ
つ
た
が
、
僧
祐
は
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
も
の
で
訳

者
不
明
の
経
を
調
査
し

「失
訳
雑
経
録
」
と
し

て
ま

と
め
た
の
で
あ

る
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
経
の
総
数
は

一
三
〇
六
部

一
五
七
〇
巻

(1
)

で
あ
り
、

う
ち
有
本

の
も
の
が
八
四
六
部
八
九
五
巻
、

閾
本

の
も

の
が

(2
)

四
六
〇
部
六
七
五
巻

で
あ
る
。
有
本
の
も
の
と
は
実
際
に
書
写
し
て
定

林
寺
の
経
蔵
中
に
収
め
え
た
も
の
で
あ
り
、
閾
本
の
も

の
と
は
経
名
の

み
が
前
代
経
録
に
伝
え
ら
れ
る
の
み
で
経
の
現
物
は
入
手
で
き
な
か
つ

た
も
の
で
あ
る
。
訳
者
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
僧
祐
が

「新
集
経
律

論
録
」
に
記
載
し
た
経
は
、
有
本

・
閾
本
合
わ
せ
て
四
五
〇
部

一
八
六

(
3
)

七
巻

で
あ
る
か
ら
、

こ
の

「
失
訳
雑
経
録
」
所
載
の
経
が
い
か
に
多

い

か
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
部
数
の
上
で
は
失
訳
の
も

の
が
有
訳

の
も
の

の
ほ
ぼ
三
倍
あ
つ
た
こ
と
に
な
り
、
失
訳
経
の
有
本
の
み
で
も
有
訳
の

も
の
の
二
倍
近
く
あ

つ
た
こ
と
に
な
る
。
僧
祐

は

「経
序
」
や

「
後
記
」

類
の
蒐
集
に
努
め
前
代
経
録
の
記
載
を
精
査
す
る
な
ど
あ
ら
ゆ
る
努
力

を
傾
注
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翻
訳
事
情
の
明
ら
か
で
な
い
経
が
過

半
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
階
代
の

『
三
宝
紀
』
な
ど
は
こ
の
鷹
大
な
失
訳
経
群
の
ほ

(4
)

と
ん
ど
に
新
た
に
訳
者
を
査
定
し
た
。
た
と
え
ば

「失
訳
雑
経
録
」
中

か
ら

一
一
四
部
を
安
世
高
訳
に
、
四
〇
経
を
竺
法
護
訳
に
追
加
す
る
と

い
う
具
合
に
で
あ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
訳
者
査
定
は
き
わ
め
て
杜
撰

な
も
の
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
根
拠
の
な
い
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
近
代

の
訳
経
史
研
究
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
た
が
つ
て

「失

訳
雑
経
録
」
所
載
の
諸
経
に
つ
い
て
は
、
後
代
経
録
の
誤

つ
た
査
定
を

す
べ
て
排
除
し
、
白
紙
に
還
元
し
、
あ
ら
た
め

て
訳
経
史
研
究

の
対
象

と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
録
に
は
訳
経
史
研
究
の
上
で
多
く
の

論
議
が
交
わ
さ
れ
た
問
題

の
経
も
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ

け
に
本
録
所
載
経

の
性
格
や
特
徴
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
今
後

の
大
き
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な
研
究
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
失
訳
雑
経
録
」
の
研
究
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
個

々
の
経
に
つ
い
て
の
研
究
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
つ
て

遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
研
究

へ
の
ワ
ン
ス
テ
ッ

プ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず

「
失
訳
雑
経
録
」
そ
の
も
の
の
性
格
を
考

察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
と
く
に
僧
祐
が
本
録
に
ど
の
よ
う
な

経
を
収
載

し
よ
う
と
し
た
の
か
、
僧
祐
自
身
の
言
葉
を
手
が
か
り
と
し

て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二

僧
祐
は
本
録
の
巻
頭
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

祐
総
集
衆
経
、
遍
閲
群
録
、
新
撰
失
訳
猶
多
巻
部
、
声
実
紛
糠
、
尤
難
錠

品
、
或

一
本
数
名
、
或

一
名
数
本
、
或
妄
加
游
字
、
以
辞
繁
致
殊
、
或
撮
半

立
題
、
以
文
省
成
異
、
至
於
書
誤
益
惑
乱
甚
券
練
、
故
知
必
也
正
名
、
於
斯

為
急
臭
、
是
以
讐
校
歴
年
、
因
而
後
定
、
其
両
巻
以
上
凡
二
十
六
部
、
錐
閾

訳
人
、
悉
是
全
典
、
其

一
巻
以
還
五
百
余
部
、
率
抄
衆
経
全
典
蓋
寡
、
観
其

所
抄
、
多
出
四
鎗
六
度
道
地
大
集
出
曜
賢
愚
及
響
喩
生
経
、
並
割
品
裁
掲

(偶
か
)
、撮
略
取
義
、
強
製
名
号
、
伍
成
巻
軸
、
至
有
題
目
浅
拙
、
名
与
実

乖
、
錐
欲
啓
学
、
実
蕪
正
典
、
其
為
惣
謬
良
足
深
誠
、
今
悉
標
出
本
経
、
注

之
目
下
、
抄
略
既
分
全
部
自
顕
、
使
沿
波
討
源
、
還
得
本
訳
 
、
尋
此
録
失

源
、
多
有
大
経
詳
其
来
也
、
山豆
天
墜
而
地
涌
哉
、
将
是
漢
魏
時
来
、
歳
久
録

亡
、
抑
亦
秦
涼
宣
梵
成
文
届
止
、
或
晋
宋
近
出
忽
而
未
詳
、
訳
人
之
閾
殆
由

斯
欺
、
尋
大
法
運
流
世
移
六
代
、
撰
注
群
録
独
見
安
公
、
以
此
無
源
未
足
怪

也
、
夫
十
二
部
経
応
病
成
薬
、
而
伝
法
論
昧
実
可
帳
歎
、
祐
所
以
仔
軸
於
尋

訪
、
崎
嘔
於
纂
録
也
、
但
随
学
護
聞
多
所
未
周
、
明
哲
大
士
、
恵
縫
其
閾
、

(5
)

言
貴
挨
壁
、
況
法
施
哉
。

右
の
要
旨
を
整
理
し
て
箇
条
書
に
す
れ
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

(
1
)失
訳
経
は
巻
数
、
部
数
と
も
に
多
い
。

(2)

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
同
名
異
本
や
異
名
同
本
が
あ
り
、
あ
る
い

は
略
名
を
用
い
る
も
の
、
余
分
の
文
字
を
付
加
し
た
も
の
、
書
き
誤

つ
た
も

の
な
ど
が
あ

つ
て
錯
綜
し
て
い
る
。

(3)

し
た
が
つ
て
そ
れ
ら
の
正
し
い
経
名
を
確
定
す
る
こ
と
こ
そ
急
務

で
あ
る
。

(
4
)か
く
て
経
名
の
確
定
に
は
数
年
の
研
究
を
要
し
た
。

(
5
)さ
ら
に
つ
ぎ
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な

つ
た
。
本
録
所
載
経

の
う

ち
、
二
巻
以
上
の
も
の
は
二
六
部
あ
り
、
訳
者
の
名
は
不
明

で
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
独
立
の
経
で
あ
る
。

一
巻

の
も

の
は
五
百
余
部
あ

り
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
経
の

一
部
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
独
立

の
経
は
少
な
い
。

(
6
)何
か
ら
抄
出
し
た
か
と
い
え
ば
、
四
阿
含
経
、

六
度
集
経
、
道
地

経
、
大
集
経
、
出
曜
経
、
賢
愚
経
、
響
喩
経
、
生
経
な
ど
か
ら

の
も

の
が
多

い
。

(
7
)抄
出
の
仕
方
は
、
経
の
一
品

一
品
を
独
立
さ
せ
た
り
、
偶
頽
だ
け

を
と
り
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
経
の
要
旨
だ

け
を
抜
粋

し
た
り
し

て
、
そ
れ
に
経
名
を
つ
け
て
経
の
体
裁
を
整

え
光
も
の
で
あ
る
。

「
失
訳
雑
経
録
」

研
究

の
課
題
 
(
岡

部
)
 

六
七
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「
失
訳
雑
経
録
」
研
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の
課
題
 
(
岡

部
)
 

六
八

(
8
)し
か
し
そ
れ
ら
の
経
名
は
拙
劣
で
あ
り
、
経
名
が
内
容
と
食
い
違

つ
て
い
る
場
合
す
ら
あ
る
。

こ
れ
な
ど
は
誤
り
を
訂
正
し
よ
う
に
も

手
の
施
し
よ
う
が
な
い
。

(
9
)し
か
し
追
跡
可
能
な
も
の
に

つ
い
て
は
、
経
名
の
下
に
何
経
か
ら

の
抄
出
で
あ
る
か
を
注
記
し
た
。
抄
出
経
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
が
わ

か
れ
ば
、
独
立
経
の
方
も
自
然
に
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
。

(6
)

(
1
0
)
ま
た
失
訳
経
の
生
れ
た
理
由
を
述
べ
て
、
つ
き
の
よ
う
に
い
う
。

(
a
)
漢
魏
以
来
久
し
い
時
代
が
経
過
し
て
お
り
、
訳
経
に
園
す
る
記
録

も
す
で
に
失
な
わ
れ
た
。
(
b
)
秦
涼
時
代
の
訳
経
は
梵
文
か
ら
の
訳
文

を
記
す

の
み
で
、
だ
れ
が
訳
し
た
か
は
記
録
し
な
か
つ
た
。
(
c
)
崔
た

晋
宋
時
代
と
い
う
比
較
的
近
年
の
も
の
で
も
、
訳
者
等
の
点
に
つ
い

て
は
粗
略
に
扱
わ
れ
、
事
情
不
明
の
も
の
が
生
じ
た
。

(
1
1
)
仏
教
が
中
国
に
伝
わ
つ
た
漢
代
こ
の
か
た
年
久
し
い
が
、
種

々
の

文
献
を
調
査
し
て
訳
経
事
情
を
記
録
し
た
の
は
道
安
た
だ

一
人
で
あ

る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
て
も
正
体
不
明
の
経
が
多
く
出
現
し
た

の
に
不
思
議
は
な
い
。

(
1
2
)
自
分

は
調
査
研
究
し
て
本
録
を
編
纂
し
た
が
、
浅
学
寡
聞
の
た
め

に
行
き

わ
た
ら
な
い
点
が
多

い
と
思
う
。
そ
の
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
は

補
足
し
て
ほ
七
い
。

三

僧
祐
の
言
葉
の
中
で
と
く
に
注
目
す

べ
き
は
、
こ
の
録
に
収
め
ら
れ

た
経
の
き
わ
め
て
多
く
が
、
実
は
本
来

の
失
訳
経

で
は
な
く
、
抄
出
別

行
さ
れ
た
経

(別
生
経
)
で
あ
る
と
い
う
指
摘

で
あ
る
。
実
際
こ
の
録
を

通
覧
し
て
も
下
注
に

「抄
」
の
字
を
含
む
経
が
き
わ
め
て
多
い
し
、
さ

ら
に
具
体
的
な
経
名
を
挙
げ
て

「
中
阿
含
抄
」
「
生
経
抄
」
な
ど
と
し
て

(7
)

い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
経
の

一
品
あ
る
い
は
偶
の
み
を
別
出
し
て

独
立
さ
せ
た
も
の

(
い
わ
ゆ
る
別
生
経
、
別
行
経
)
や
経
文
の

一
部
を
抄

撮

・
合
揉
し
て
も
と
の
経
と
は
異
る

一
経
を

つ
く

り
あ
げ
た
も

の
な

ど
、
抄
出
の
仕
方
も
多
様
で
あ

つ
た
。
こ
う
し
た
雑
多
な
経
が
実
は
本

録
の
主
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
か
ら
、
単
に

「失
訳
経
録
」
と
さ
れ

ず
、
「失
訳
雑
経
録
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

雑
経
や
断
片
的
な
経
を
ど
の
よ
う
に
目
録
化

す
る
か
と

い
う
問
題

は
、
た
と
え
ば
近
代
に
お
け
る
敦
煙
文
献
の
整
理
分
類
の
仕
事
を
思

い

あ
わ
せ
て
み
て
も
、
そ
の
困
難
な
こ
と
は
想
像

で
き
る
。
僧
祐
が
大
量

の
雑
経
の
か
な
り
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
大
経
を
つ
き
と
め
え
た
こ

と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
若
干
の
重
複
記
載
な
ど
の
誤
り

を
除
け
ば
、
僧
祐
の
記
載
は
ほ
と
ん
ど
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
従
来
の
研
究
に
よ
つ
て
も
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
抄
出
経
と
い
え
ば
、
「
抄
経
録
」
(
正
し
く
は

「新
集
抄
経

録
」
、『出
三
蔵
記
集
』
巻
五
所
収
)
と
の
関
連
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

つ

ま
り
抄
出
経
で
あ
る
こ
と
が
は
つ
き
り
し
て
い
る
経
を

「
抄
経
録
」
に

編
入
せ
ず
に
、
な
ぜ

「失
訳
雑
経
録
」
に
分
類

し
た
か
、
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
結
論
の
み
を
い
え
ば
、
「
抄
経
録
」
に
編
入
も
た
も

の
は
、
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た
と
え
ば

「抄
華
厳
経
」
「抄
安
般
守
意
経
」
「浄
土
三
昧
抄
」
な
ど
の

ご
と
く
経
自
身
が
抄
経
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
も
の
、
な
い
し

は
文
宣
王
と
か
慧
遠
の
場
合
の
ご
と
く
抄
経
が
特
定
の
作
者
に
帰
せ
ら

れ
る
場
合
で
あ
り
、
「
失
訳
雑
経
録
」
に
編
入
し
た
も
目の
は
、
経
名

に

抄
経

で
あ
る
と
の
明
示
が
な
く
、
誰
が
抄
出
し
た
か
も
明
ら
か
で
な
い

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て

「
失
訳
雑
経
録
」
中
の
諸
経
は
、
僧
祐
が

経
の
内
容
を
探
索
し
た
結
果
は
じ
め
て
抄
出
経

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
経
の
表
情
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
も
独
立
経
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
こ
こ
に

一
線
を
ひ
き
、
か
れ
は
両
録
に
ふ
り
分
け
た
の

で
あ
る
。

(
8
)

つ
い
で
に
僧
祐
の
抄
経
観
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
僧
祐
が
真
に
抄
経

の
名
に
値
す
る
と
考
え
た
の
は
原
典
の
抄
訳
の
み
で
あ
る
。
訳
文
を
刷

略
し
た
も

の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
ま
た
た
と
え
善
意
に
も
と
つ
く

も
の
で
あ

つ
て
も
弊
害
の
方
が
大
き
い
と
、見
な

し
た
。
「
抄
経
録
」
の

巻
頭
に
は

つ
き
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
.い
る
。

抄
経
者
、
蓋
撮
挙
義
要
也
、
昔
安
世
高
、
抄
出
修
行
、
為
大
道
地
経
、
良
以

広
訳
為
難
、
故
省
文
略
説
、
及
支
謙
出
経
、
亦
有
享
抄
、
此
並
約
写
胡
本
、

非
割
断
成
経
也
、
而
後
人
弗
思
、
騨
意
抄
撮
、
或
棋
散
衆
晶
、
或
爪
剖
正

文
、
既
使
聖
言
離
本
、
復
令
学
者
逐
末
、
意
陵
文
宣
王
、
慧
見
明
深
、
亦
不

能
免
、
若
相
競
不
已
、
則
歳
代
弥
繁
、
・蕪
顯
法
宝
、
不
其
惜
欺
、
名
部

一

(9
)

成
、
難
用
刊
削
。

僧
祐
に
と
つ
て
訳
文
か
ら
の
恣
意
的
な
抄
出
経
は
法
宝
を
損
う
と
い

う
意
味
で
、
価
値
的
に
は
偽
経
と
同
列
と
見
な
さ
れ
た
。
目
録
製
作
者

と
し
て
は
当
然
の
考
え
方
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
長
大
な
経
が
簡

略
な
も
の
に
作
り
か
え
ら
れ
、
ま
た
読
諦
し
や
す

い
偶
頒
な
ど
で
代
用

さ
れ
る
こ
と
は
、
仏
教
の
民
衆
化
、
通
俗
化
と

い
う
趨
勢

か
ら

い
え

ば
、
避
け
ら
れ
な
い
一
つ
の
現
実
で
あ

っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
い
え
ば
僧
祐
を
手
こ
ず
ら
せ
た
こ
の

「失
訳
雑

経
録
」
中
の
雑
多
な
抄
経
は
、
中
国
仏
教
の
底
流
を
照
射
す
る
上
に
、

何
ら
か
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

四

一す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
『
三
宝
紀
』
が
本
録
か
ら
竺
法
護
訳
経
中

(
1
0
)

に
編
入
し
た
経
は
四
〇
経
に
の
ぼ
る
。

そ
こ
で
こ
の
四
〇
経
を
例
に
と

り
な
が
ら
、
本
録
を
研
究
す
る
上
で
留
意
す

べ
き
具
体
的
問
題
点
を
二

三
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第

一
は
重
複
記
載
の
問
題
。
僧
祐
の
綿
密
な

性
格
が
逆

に
禍

い
し

て
、
同

一
経
を
重
出
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、

「犯
罪
経
」
と

「犯
戒
罪
報
軽
重

経
」
は
同

一
経

の
異
名

で
あ
る

の

(
1
1
)

に
、
僧
祐
は
別
経

の
ご
と
く
両
経
を
併
出
し
て
い
る
。

こ
め
重
出
の
誤

(
1
2
)

り
は

『
法
経
録
』
に

「
犯
戒
罪
報
軽
重
経

暮

緯

犯
」
と
あ
る
こ
と
に

よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
重
出
の
訂
正
は

『
法
経
録
』
系

の
分
類
整
理
目
録
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
可
能
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
重
出
は
確
か
に
僧
祐
の
誤
り
で
は
あ
る
が
、
異

つ
た
経
の
同

騨
視

「
失
訳

雑
経
録
」

研
究

の
課
題
 
(
岡

部
)
 

六
九
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「
失
訳
雑
経
録
」
研
究

の
課
題
 
(
岡

部
)
 

七
〇

や
、
不
注
意
に
よ
る
記
載
も
れ
な
ど
よ
り
は
、
研
究
者
に
と
つ
て
不
都

合
の
度
合

は
少
な
い
と
い
え
よ
う
。

つ
き
に
抄
経
の
問
題
。
竺
法
護
訳

「生
経
」
か
ら
の
抄
経
と
さ
れ
る

経

(「
蜜
具
経
」)
を
例
に
と
つ
て
抄
経
と
大
経
を
初
め
の

一
部
だ
け
対

照
し
て
み

よ
う
。

こ
の

「
蜜
具
経
」
は
幸
い
に

『
経
律
異
相
』
の
中
に

残

つ
て
い
る
。

「蜜
具
経
」

昔
有
梵
志
、
悪
不
観
仏
、
霧
入
他

舎
、
大
聖
慰
之
、
到
其
目
前
、
欲
避

馳
走
不
能
自
致
、
来
詣
仏
所
、
彼
時

世
尊
、
為
説
経
法
、
喜
心
生
焉
、
帰

命
仏
法
僧
、
奉
受
戒
禁
、
逡
仏
而

去
、
即
取
応
器
、
盛
満
中
蜜
、
両
手

整
之
、

(大
正
五
三
、
二
一
二
下
)

「仏
説
蜜
具
経
」
(「生
経
」
巻
五
)

爾
時
梵
志
、
迷
惑
異
道
術
、
不
信
仏

法
、
欲
乱
仏
教
、
行
於
城
中
、
遙
見

仏
来
、
悪
不
欲
観
、
網
入
他
舎
、
得

無
世
尊
崔
曇
見
我
、
於
時
大
聖
懲
傷

憐
之
、
尋
到
其
所
住
於
目
前
、
欲
得

避
去
永
不
能
得
、
又
欲
馳
走
不
能
自

致
、
来
詣
仏
所
、
彼
時
世
尊
、
為
説

経
法
、
尋
時
歓
喜
、
善
心
生
焉
、
轍

帰
命
仏
及
法
衆
僧
、
奉
受
戒
禁
、
逡

仏
三
匝
、
稽
首
而
退
、
還
帰
共
家
、

即
取
応
器
、
盛
満
中
蜜
、
両
手
整
之

(大
正
三
、
一
〇
二
下
)

両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
経
文
が
必
ず
し
も
全
同
で
は
な
い
が
、
本
来

(
1
3
)

同

一
経
で
あ

つ
た
と
推
定
し
う
る
。
僧
祐
の

「
失
訳
雑
経
録
」
に

蜜
具
経

一
巻
出
生
経

と
し
て
引
か
れ
る

「
蜜
具
経
」
が
両
者
の
ど
ち
ら
で
あ

つ
た
か
は
に
わ

か
に
断
定

で
き
な

い
が
、
少
な
く
と
も
梁
代
に

「
蜜
具
経
」
と
い
う
抄

経
が
別
行
し
て
い
た
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
両

者

は
,い
ず

れ
も
、
「
生

経
」
か
ら
の
抄
経
と
呼
ん
で
不
都
合
の
な
い
も

の
で
あ
る
。

五

『
三
宝
紀
』
に
よ
る
誤

つ
た
査
定
は
、
そ
の
後

『開
元
録
』
等
に
よ
つ

て
か
な
り
訂
正
さ
れ
た
が
、
訂
正
を
施
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
は
現
在
の

蔵
経
に
誤
つ
た
訳
者
名
が
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
。

一
例

を
挙
げ
れ
ば
、
「
仏
説
離
睡
経
」
(大
正

一
、
八
三
七
)
、
「仏
説
受
歳
経
」

(大
正
一
、
八
四
二
)
、「
仏
説
楽
想

経
」
(大
正
一
、
八
五
一
)
、「
仏
説
尊

上
経
」
(大
正
一
、
八
八
六
)
、
「意
経
」
(大
正
一
、
九
〇
一
)
、
「仏
説
応
法

経
」
(大
正
一
、
九
〇
二
)
は
い
ず
れ
も
現
蔵
経
で
は
竺
法
護

訳
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
か
つ
て

「失
訳
雑
経
録
」
に
収
載
さ
れ
て

(
1
4
)

い
た
も
の
で
、
竺
法
護
訳
と
し
た
の
は

『
三
宝
紀
』
で
あ
る
。

こ
れ
ら

は
す
べ
て

「
中
阿
含
」
の
別
生
経
で
あ
る
か
ら
、
僧
祐
が

「
失
訳
雑
経

録
」
に
編
入
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
失
訳
経
と
し
て
で
は
な
く
別
生
経

(抄
経
)
と
し
て
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は

受
歳
経

一
巻
抄
阿
含

と
あ
る
こ
と
や
、
「応
法
経
」
と

「楽
想
経
」
に
そ
れ
ぞ
れ

「
一
巻
抄
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
疑

い
な
い
。
し
た
が
つ
て
こ
れ
ら
の
竺
法
護
訳
が

否
定
さ
れ
る

べ
き
は
勿
論
、
梁
代
に
存
し
た

「
中
阿
含
」
の
別
生
経
と

(
1
5
)

し
て
、
改
め
て
研
究
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
失
訳
雑
経
録
」
中

の
経
で
現
在
の
蔵
経
に
存
す
る
も
の
は

一
六
〇
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(
1
6
)

経

あ

ま

り

あ

る

と
さ

れ

る
。

本

録

の
研

究

は

こ

れ
ら

の
現

存

経

が
貴

重

な

資

料

で
あ

る

が
、

こ

の
ほ

か

に

『
経

律

異

相
』

等

に
引

用

さ

れ

た
若

干

の
逸

存

経

が
残

つ
て

い
る
。

本

録
中

の
個

々
の
経

の

い
く

つ
か

に

つ

い

て

は
先

学

の
す

ぐ

れ

た
研

究

が

あ

る

が
、

今

後

は

訳

経

史

研

究

の
立

場

か
ら
、

本

録

全
体

の
解

明

が

切

に
望

ま

れ
る
。

1

『
出
三
蔵
記
集
』
巻
四
に

「
右
八
百
四
十
六
部
、

凡
八
百

九

十

五

巻
、

新
集
所
得
、
今
並
有
其
本
、
悉
在
経
蔵
」

と
あ
る
。
大
正
五

五
、
三
二
上
。

2
 
同

じ
く
巻

四
の
末
尾

に

「
右
合
四
百
六
十
部
、

凡
六
百
七
十
五
巻
、

詳

挾
群
録
、
名
数

巳
定
、

並
未
見
其

本
、
今

閾

此

経
」

と

あ

る
。

大

正

五

五
、

三
七
中
。

3

『
出
三
蔵

記
集
』
巻
二
に

「都
合

四
百
五
十
部
、

凡

一
千
八

百

六

十

七

巻
」

と
あ
る
。
大
正
五
五
、

=
ご
下
。

4
 
林

屋
友
次
郎
博

士
は

『
出
三
蔵
記
集
』

の
国

訳

(『
国

訳

一
切

経
』
和

漢
撰
述
部
、
史
伝
部

一
)
に
際

し
て
、
「
失
訳
雑
経
録
」

に

つ
い
て
は

『
三

宝
紀
』

と

『
開

元
録
』

の
訳
者
査
定

を
注
記

し
て
い
る
。

5

『
出

三
蔵
記
集
』
巻
四
。

大
正
五
五
、

二

一
中
下
。

6

『
出

三
蔵
記
集
』
巻
十
五

の

「
道
安
法
師
伝
」

に
も

「
又

自

漢

豊

晋
、

経
来
稽
多
、

而
伝
経
之
人
名
字
弗
記
、
後
人
追
尋
莫
測
年
代
、

安
乃
総
集

名
目
、

表
其
時
人
、

鐙
品
新
旧
、

撰
為
経
録
」

と
あ

り
、
古

い
時
代

の
訳

経
に
は
経
題

や
訳
者
名

を
記
録

し
て
い
な
い
こ
と
が
多

か

つ
た
ら
し
い
。

7
 
本
録

の
有
本

の
も
の
に
つ
い
て
数
え
て
み
る

と
、
「
一
巻
」

と

あ

る

も

の
三
七

四
部
、

「
一
巻
抄
」

と
あ
る
も
の

一
八

八
部
、

「
阿

含

抄
」
(
長

・

中

・
雑

・
増

一
そ
れ
ぞ

れ
の
抄
を
含

む
)

一
二
〇

部
、

「
六
度

集

経

抄
」

一
四
部
、

「
道
地
経
抄
」
六
部
、

「
大
集
経
抄
」

一
六

部
、

「
出

曜

経

抄
」

一
八
部
、
、「
生
経
抄
」

四
三
部
な
ど
で
あ

る
。

8
 
抄
経
観

に
つ
い
て
は
、

拙
稿

「
僧
祐

の
疑
偽
経
観
と
抄
経
観
」

(『
駒

沢

大
学
仏
教
学
部
論
集
』

第
二
号
、
昭

46
)
参
照
。

9

『
出

三
蔵
記
集
』
巻
五

の

「
新
集
抄

経
録
」
。
大
正
五
五
、

三
七
下
。

10

『
三
宝
紀
』

が
本
録
か
ら
竺
法
護
訳

に
編

入
し
た
四
〇
経
に

つ
い

て

は

か
つ
て
論

じ
た
。

拙
稿

「
竺
法
護

の
訳

経
に

つ
い
て
」
(
『
印
仏
研
』

一
一

-

一
、
昭

38
)
。

1
1
『
出

三
蔵
記
集
』
巻
四
。

大
正
五
五
、

二
八
中

お
よ
び
二
九
下
。

12

『
法
経
録
』
巻

五
、
衆
律
失
訳
。

大
正
五
五
、

一
四
〇
中
。

な
お
、

こ
の
経

は

「
仏
説
犯
戒
罪
報
軽
重
経
」

と
し
て
現
存

し

(
大
正

二

四
、
九

一
〇
)
、
安
世
高
訳

と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
訳

者

査

定

は

『
三
宝
紀
』

に
よ
る
も

の
で
、
根
拠
に
乏
し

い
。
安
世
高

に
律

典

の
翻

訳

が
あ

つ
た
と
は
考

え
ら

れ
な

い
。
平
川
彰

『
律
蔵
の
研
究
』

一
九

一
頁
、

宇
井
伯
寿

『
訳
経
史
研
究
』
四
四
八
頁
参
照
。

13
 
し
か
し

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
経
文

が
全
同

で
な

い
と

の
理
由

で
、
両
巻

を
別
経
と
見
な
す
説
も
あ
る
。
常
盤
大
定

『
後
漢
よ
り
宋
斉

に
至
る
訳
経

総
録
』
二
八
三
頁

参
照
。

14

『
出
三
蔵
記
集
』
巻

四
。

大
正
五
五
、

二
八
上
中
。

15
 

こ
の
六
経
を
含

む
単
巻

の

「
中
阿
含
」

は
、
曇
摩
難
提
訳

の

「
中
阿
含

経
」

で
あ
る
と
す
る
研
究

が
発
表

さ
れ
て
い
る
。
水
野
弘
元

「
漢
訳
申

阿

含

と
増

一
阿
含
と

の
訳
出
に

つ
い
て
」

(『
大
倉
山
学
院
紀
要
』

第
二
輯
、

昭
31
)

お
よ
び

「
中
阿
含

経
解
題

(
補
遺
)
」

(『
国

訳

一
切
経
』

阿
含

部

六
所
収
、

昭
44
)

16
 
林
屋
、

前
掲
書

の
注
記

に
よ
る
。

「
失
訳
雑
経
録
じ

研
究
の
課
題
 
(
岡

部
)
 

七
一
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